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事業検討パートナー候補者募集の目的

麻溝台・新磯野地区整備推進事業の後続地区については、令和年月に予定されている

第回線引き見直しの目標年次において産業用地として市街地拡大の必要性が明らかになるこ

とを前提とした上で、市街化区域への編入を目指し、民間活力を主体とした事業化に向けて検

討を行っております。

今般、後続地区の麻溝台・新磯野南部地区まちづくり研究会役員会以下「役員会」とい

う。は、令和年月に予定されている第回線引き見直しの目標年次において、土地区画

整理組合を設立し、業務代行方式による土地区画整理事業の実現を目指し、事業化に向けた具

体的な検討のため、将来的に業務代行者となっていただくことを前提とした「事業検討パート

ナー候補者」を募集いたします。

本募集は、土地区画整理事業の事業実施に向けた調査や検討の段階から、豊富な経験とノウ

ハウを持つ民間企業に参画して頂くことによって、より実現性の高い事業計画を検討すること

を目的に、役員会がプロポーザル方式により事業検討パートナー候補者を選定するものです。

麻溝台・新磯野地区整備推進事業の経過

麻溝台・新磯野地区については、昭和年月に相模原都市計画区域が市街化区域と市街

化調整区域に区分された以降、市街化調整区域に区分されていましたが、農地転用や耕作放棄

地の増加による荒廃化が課題となっていました。

このような状況の中、麻溝台・新磯野地区が首都圏中央連絡自動車道の相模原愛川インター

チェンジに近接しているという立地特性を生かし、平成年から新たな都市づくりの拠点と

して総合計画及び都市計画マスタープランにおいて位置付けられ、事業化に向けた取組が進め

られてきました。

平成年には麻溝台・新磯野地区の一部を市街化区域に編入し、魅力ある良好な市街地環

境の形成を図ることを目的に相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事

業以下「第一整備地区土地区画整理事業」という。が市施行により事業化されてきました

が、大量の地中障害物が発出したこと等により、令和元年月に第一整備地区土地区画整理事

業が一度立ち止まることが決定されました。

その後、第一整備地区土地区画整理事業の見直しが行われ、事業費の圧縮、事業期間の短縮

の視点を最優先に土地利用計画のほか、地中障害物の調査手法や掘削済みの廃棄物混じり土の

処理方法等について検討され、これらの検討結果に加え、事業効果、市の財政に与える影響等

を総合的に勘案し、令和年月に事業再開の判断がされたところです。

また、麻溝台・新磯野地区整備推進事業の後続地区については、平成年に民間活力を主

体としたまちづくりを促進することとされ、以降、南部地区内に土地を所有する者で構成する

麻溝台・新磯野南部地区まちづくり研究会以下「研究会」という。は、市とともに事業手

法等の検討を行ってまいりました。

令和年月には、令和年に予定されている第回線引き見直しにおいて、市街化区域
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の拡大の必要性が示されることを前提として、これまでの経過や財政基盤、都市力の強化に資

することのできる立地特性を踏まえ、総合計画及び都市計画マスタープランにおける麻溝台・

新磯野地区整備推進事業に係る位置付けを継続することが決定され、令和年月には、市に

より麻溝台・新磯野地区整備推進事業の後続地区の事業化に向けたサウンディング型市場調査

が実施されました。

南部地区の概要

南部地区の位置

南部地区は、相模原愛川インターチェンジから約キロメートル、小田急線の小田急相模

原駅や相武台前駅から約キロメートルに位置しており周辺は、住宅地、工業団地、みどり

豊かな公園等に囲まれ、学校や病院等が立地されている地区です。
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麻溝台・新磯野南部地区

《相模原都市計画総括図は、市ホームページトップページのページ番号検索で「1004654」と検索》

相模原都市計画総括図抜粋
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南部地区の状況

項目 状況

地区面積 約うち学校用地約

土地所有者数 約名

住宅数 棟集合住宅棟戸参考人口人

※都市計画基礎調査基礎調査による

既存住宅地の面積 約㎡

都市計画道路 都村富相武台線、

都町田新磯線

※都麻溝台新磯野中通り線については、第一

整備地区土地区画整理事業において位置を変更し整備予定

電気等供給施設 電気、上水道については各戸に供給されています。

埋蔵文化財 埋蔵文化財包蔵地はありません。

地中障害物 地中障害物が埋設されている可能性があります。過去に南部地区

内において調査を行った経過はありますが、地中障害物の範囲や

数量の特定は行われていません。

事業化検討中エリア 土地区画整理事業個人施行

地区面積約

土地所有者数約名

※現在、事業化に向けた検討がされています。

※道路、下水道及び都市計画等は、「さがみはら地図情報公開型」にて公開

しています。

ホームページ

《さがみはら地図情報公開型は、市ホームページトップページの

ページ番号検索で「1024999」と検索》
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ア 道路状況等

イ 土地利用方針案及び土地利用方針図案

事業化検討中エリア

南部地区

ア産業系土地利用

・相模原愛川インターチェンジからのアクセスや隣接する麻溝台工業団地との連続性を考慮し、都相模原

町田線沿い及び地区の西側に産業系ゾーンを配置する。

・第一整備地区は、土地区画整理事業を行い、地区計画等により良好な操業環境を形成する。

・北部及び南部地区は、民間活力による市街地整備を誘導し、地区計画等により良好な操業環境を形成する。

イ住居系土地利用第一整備地区のみ

・隣接する相模台地区との連続性を考慮し、第一整備地区の東側に住居系ゾーン及び生活支援系ゾーンを配置

する。

近郊緑地保全区域

第一整備地区 約

約 67.8

事業化検討中エリア 約
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ウ 建物用途の概要都市計画基礎調査基礎調査による

事業検討パートナーの業務内容

事業検討パートナーの役割事業検討パートナー候補者である期間を含む。

事業検討パートナー候補者は、事業提案を事業化するため、南部地区内に土地を所有する者

の賛同調査を行い、合意形成が図られた後に事業検討パートナーとなります。その後、土地区

画整理準備委員会等の設立、土地区画整理準備組合の設立、土地区画整理組合の設立に関する

支援及び業務代行者として土地区画整理事業の完了までの間、土地区画整理事業に関する業務

を行うものとします。

なお、原則として、事業検討パートナー候補者として選定後には役員会と土地区画整理準備

委員会等の設立に関する業務について覚書を締結し、土地区画整理準備委員会等の設立後には

同委員会等と土地区画整理準備組合の設立に関する業務について覚書を締結します。その後、

土地区画整理準備組合の設立後には同準備組合と業務代行予定者として協定書を締結し、土地

区画整理組合の設立に関する業務にあたっていただき、土地区画整理組合の設立後には同組合

と業務代行者として契約書を締結していただきます。

業務内容

事業検討パートナーの主な業務内容は、次のとおりとします。

ア 事業区域を設定した上で、事業化に向けた基本計画の作成支援土地利用計画、公共施

設の整備計画、保留地の処分計画、概算事業費及び平均減歩率の算定、企業の誘致など

イ 事業化に向けた地権者の合意形成支援土地区画整理準備委員会等の設立、土地区画

整理準備組合の設立、土地区画整理組合の設立及びそれらに要する事務局運営、会議、勉

強会の開催支援など

ウ 土地区画整理事業に必要な技術的支援及び財政的支援

南部地区
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業務期間

原則として、事業検討パートナー候補者として選定後の役員会との覚書の締結から、業務代

行者として、土地区画整理事業の完了までを前提とします。

募集の概要

募集の名称

麻溝台・新磯野南部地区事業検討パートナー候補者募集

実施主体及び事務局

実施主体麻溝台・新磯野南部地区まちづくり研究会役員会

事務局相模原市 都市建設局 まちづくり推進部

麻溝台・新磯野地区整備事務所 事業支援班

住所〒 相模原市中央区中央丁目番号

TEL 

FAX 

E-mailaa-seibi@city.sagamihara.kanagawa.jp

応募条件

応募者及び提案内容は、次の条件を満たすこととします。

ア 南部地区において、土地区画整理組合を設立し、業務代行者により一括業務代行方式で

の土地区画整理事業を行うこととする。また、事業検討パートナーや業務代行者は、者

又は複数の団体等による共同企業体のいずれでも可とする。

・土地区画整理組合数又は複数

・業務代行者数 又は複数

なお、共同企業体ではない、複数の業務代行者により事業を実施しようとする場合は、

全ての事業者を代表する者が応募することとする。

※南部地区の一部の区域で事業を実施しようとする場合、同様に一部の区域で事業を実

施しようとする者の情報共有を求める場合は、事業区域を図示し事務局へお申し出く

ださい。複数のお申し出があった場合は、申出内容を情報共有します。申出者間で複

数業務代行者としての調整が整った場合は、代表者を決めて参加申込書を提出してく

ださい。

イ 全ての保留地の購入を担保することを条件とした業務代行者になり得ること。

ウ 市街地整備事業等特に土地区画整理事業の実績があること。

エ 土地区画整理組合設立までに要する費用を負担立替えすること。なお、組合設立に

至らなかった場合、それまでに要した費用については事業検討パートナー事業検討パー
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トナー候補者である期間を含むの自己負担とし、研究会等への賠償請求を行わないこ

と。

オ 総事業費の低減方策を明確にし、地権者の減歩負担の軽減を図ること。

カ 事業の対象区域は、原則として南部地区全体とするが、南部地区の一部を対象とするこ

とも可とする。また、南部地区の一部約において、第回線引き見直し

の方針に基づき、事業化に向けた検討が進められている区域があるため、その区域が先行

して市街化区域に編入されることになった場合は、事業区域の変更に対応できること。

なお、南部地区の一部を事業区域とする場合は、原則車線以上の都村富相武台線

に面する区域であること。ただし、車線の都麻溝台新磯野中通り線又は都町田

新磯線のみに面する場合で、現況の交通量、将来交通量及び新市街地整備による発生集中

交通量が考慮されている場合はこの限りではない。

キ 産業系土地利用を前提とした計画とし、住宅等の建築を可能とする区域を設定する場合

は、南部地区の既存住宅地の面積約㎡を上限とすること。

ク 次のいずれかに該当しないこと。なお、共同企業体の場合においても、構成する全ての

企業が次のいずれかに該当しないこと。

ア 相模原市暴力団排除条例(平成年月日条例第号)第条第号に規

定する暴力団員等、同条第号に規定する暴力団経営支配法人等又は第条に規定す

る暴力団員等と密接な関係を有する(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を

執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接

な関係を有する)と認められる者

イ 神奈川県暴力団排除条例(平成年神奈川県条例第号)第条第項又は同

条第項に違反している事実がある者

ウ 会社更生法平成年法律第号第条の規定による更生手続き開始の

申し立てがなされている者、または更正手続き開始の申し立てがなされた場合は更正

計画の認可決定がなされていない者。

エ 民事再生法平成年法律第号第条の規定による再生手続き開始の

申し立てがなされている者、または再生手続き開始の申し立てがなされた場合は再生

計画の認可決定がなされていない者。

オ 平成年月日以前に民事再生法附則第条による廃止前の和議法大正

年法律第号第条第項の規定による和議開始の申立てをしている者。

カ 破産法平成年法律第条第条または第条の規定による破産の申

し立てがなされている者。

キ 会社法平成年法律第号第条の規定による特別清算開始の命令

がなされている者。
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応募等のスケジュール

募集要項の配付 令和年月日火から月日月まで

質疑の受付期間 回目

令和年月日火から月日火正午まで

回目

令和年月日月から月日月正午まで

質疑の回答 回目

令和年月日金午後時まで

回目

令和年月日木午後時まで

参加申込書の受付期間 令和年月日火から月日月午後時まで

※南部地区の一部の区域のみに対し、土地区画整理事業の業務代行

を希望する場合の申出期限

令和年月日火午後時まで

事業提案書の提出 令和年月日火から令和年月日火

午後時まで

選考会 令和年月日月から月日水まで

のいずれか日で夜間時間帯を含む

結果の通知 令和年月日月

応募等の手続き

ア 募集要項の配付

期間令和年月日火から月日月まで

配布場所相模原市都市建設局まちづくり推進部 麻溝台・新磯野地区整備事務所

※相模原市ホームページからも募集要項等のダウンロードが可能です。

イ 質疑の受付

募集要項の内容に関する質疑等は、質問書【様式】に必要事項を記載の上、電子メー

ルにて提出してください。

回目令和年月日火から月日火正午まで

回目令和年月日月から月日月正午まで

※電子メールを送信後、事務局に電話で受信の確認をしてください。

※電子メール以外の方法による質疑は受け付けません。

ウ 質疑への回答

質疑に対する回答は、質疑回答書としてとりまとめ、質問者と既に参加申込をしている

各応募者回目月日火正午まで、回目月日月正午ま

でに電子メールでお送りし、相模原市ホームページに公表します。
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回目令和年月日金午後時まで

市ホームページ公表日令和年月日月

回目令和年月日木午後時まで

市ホームページ公表日令和年月日金

※電子メールを受信後、事務局に電話で受信の連絡をしてください。

※個人情報に関わる場合や質問の意図が不明な場合は回答を控えることがあります。

エ 参加申込書の受付

応募する民間事業者又は共同企業体は、下記の参加申込書の受付期間内に参加申込書

【様式】に必要事項を記載の上、電子メールにて提出してください。

期間令和年月日火から月日月午後時まで

※電子メールを送信後、事務局に電話で受信の確認をしてください。

※電子メール以外の方法による参加申込は受け付けません。

オ 事業提案書の提出

事務局麻溝台・新磯野地区整備事務所まで事業提案書提出届【様式】に必要事

項を記載の上、事業提案書とともに事務局に持参するか、郵送にて受領が確認できる方

法で下記の事業提案書の受付期間内に必着でご提出ください。

期間令和年月日火から令和年月日火午後時まで

カ 選考会

選考会は、事業提案書を提出した者が対象となり、提出した事業提案書に基づきプレゼ

ンテーションを行うこととします。なお、参加人数は、名以下とします。

期間令和年月日月から月日水までのいずれか日夜間時

間帯を含む。

会場相武台公民館相模原市南区新磯野丁目番号

又は相模原ギオンアリーナ相模原市南区麻溝台番地

※詳細については、各応募者に改めて電子メールで通知します。

※電子メールを受信後、事務局に電話で受信の連絡をしてください。

事業提案書の取扱いなど

事業提案書の内容ついて

事業提案書は、評価項目及び評価の視点を踏まえ、具体的かつ明瞭な提案書とすること。な

南部地区の一部の区域で事業を実施しようとする場合、同様に一部の区域で事業を実

施しようとする者の情報共有を求める場合は、事業区域を図示し事務局へ【様式】に

よりお申し出ください。複数のお申し出があった場合は、申出内容を情報共有します。

申出者間で複数業務代行者としての調整が整った場合は、代表者を決めて参加申込書

【様式】を提出してください。
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お、各事業の資金計画は資金計画書【様式】により作成すること。

事業提案書の提出について

ア 提出物

事業提案書任意様式は、用紙で作成し、左綴じした簡易製本としてくださ

い。なお、ページ片面印刷の場合は枚、両面印刷の場合は枚以下、文

字サイズはポイント以上としてください。併せて、電子データを形式で作成

してください。

※表紙には、応募者の名称を明記してください。

イ 提出部数

紙媒体製本部

電子媒体又は枚

ウ 提出期間

令和年月日火から令和年月日火午後時まで

エ 提出先

相模原市都市建設局まちづくり推進部 麻溝台・新磯野地区整備事務所

オ 提出方法

事務局に持参又は郵送にて受領が確認できる方法で申込受付期間内に必着でご提出くだ

さい。

事業提案書の取扱い

ア 事業提案書の作成など選考会参加等に要する費用はすべて応募者の負担とします。

イ 提出された提案書は変更できません。なお、提出された書類は返却いたしませんので

ご了承ください。

ウ 事業提案書の著作権は応募者に帰属します。ただし、役員会及び事務局は提案募集の

報告等のため、必要な場合は全事業提案書の内容を応募者の承諾無しに無償で利用する

場合があります。

評価方法と選定結果

評価の方法

事業提案書の評価は、役員会において行います。評価は、評価項目との適合性、事業の確実

性、効率性、まちの魅力向上並びに応募者の経験等を踏まえて総合的に勘案し、最も適切と思

われる事業検討パートナー候補者を選定します。

提案の評価

提案評価では、提案内容の説明プレゼンテーションと質疑応答を求め、提案内容を総
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合的に評価し、応募者を選定します。プレゼンテーションの時間は、分程度、質疑応答

を分程度とします。

〔評価の手順〕

・提案書の内容を評価項目及び評価の視点に基づき評価します。

・評価は、役員会の役員、研究会の会員、有識者及び市職員が行い、採点した点数を合計

し、「最も高い合計得点」を得た応募者を事業検討パートナー候補者として選定しま

す。

選定結果の通知と公表

選定結果については、各応募者へ電子メールで通知し、相模原市ホームページに公表しま

す。なお、選定結果に対する異議については一切応じません。

通知日と公表日令和年月日月

評価項目と評価点

提案内容の評価の視点と評価点は以下のとおりを予定しています。

評価項目 評価の視点 評価点

①市街地整備事業等の実績に

ついて

【提案内容記載事項】

・市街地整備事業等の実績

規模、実施期間、地権者

数など

◆過去に行った市街地整備事業等の実績があり、事

業に必要な知見、専門知識、ノウハウを有してい

るか。また、共同企業体や協力会社と連携する場

合は、それぞれの役割において必要な知見等を有

しているか。

点

②事業計画について

【提案内容記載事項】

・事業のビジョンと

キャッチフレーズ

・事業区域の設定

・各事業の土地利用計画

・各事業の総事業費及び内訳

・各事業の減歩率

・各事業の資金計画

※様式により作成すること

・進出企業の誘致、勧誘策

◆南部地区の特性場所、規模を踏まえた提案と

なっているか。

◆市総合計画及び都市計画マスタープラン、土地利

用方針案及び土地利用方針図案などと整

合した計画となっているか。

◆地権者の減歩負担の軽減を図る計画となっている

か。

◆資金の調達方法が明確であり、業務の実施に必要

な資金の見込みがあるか。

点

③地中障害物等の取扱いにつ

いて

◆地中障害物や土壌汚染の取扱いについて明確に示

され、地中障害物や土壌汚染に関する費用を軽減

点
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【提案内容記載事項】

・地中障害物等の取扱い方針

について

する計画を考えているか。

④事業スケジュールについて

【提案内容記載事項】

・各事業の施行期間事業検

討パートナー候補者選定後

から土地区画整理事業の完

了まで

◆地権者の合意形成や官公庁が求める手続き等を考

慮し実現性のあるスケジュールとなっているか。

◆早期実現性に向けた方針を持っているか。

点

⑤事業推進の体制について

【提案内容記載事項】

・事業の推進体制等の

場合は主な役割

・調整合意形成、調査、

設計、工事における業務体

制

◆地権者組織や市と連携できる体制となっているか。

◆調整合意形成、調査、設計、工事の各業務が

連携できる体制となっているか。

点

⑥事業検討パートナー、業務

代行者としての責任範囲につ

いて

【提案内容記載事項】

・土地区画整理組合のリスク

の軽減の方針

・保留地処分の担保性と方針

について

◆地価下落、物価上昇、事業長期化による事業費の

増加などのリスクに対する地権者負担を軽減する

方針となっているか。

◆全ての保留地を購入する計画について実現性があ

るか。

点

⑦地権者意向を実現するため

の取り組みについて

【提案内容記載事項】

・地権者との合意形成に向け

た方針

◆地権者への説明会や個別相談による地権者対応の

方針について適切に考えられているか。

◆土地区画整理準備委員会等の設立、土地区画整理

準備組合、土地区画整理組合の設立に向けた地権

者との合意形成手法について適切に考えられてい

るか。

◆地権者の土地活用売却・賃貸希望者への対応、

自己利用が土地利用の方針と整合がとれてお

り、地区外の代替地の斡旋を含め、地権者意向を

実現する方針となっているか。

点

⑧地域貢献について

【提案内容記載事項】

◆周辺地域の住民が大規模災害の発生時やイベント

時に利用できる施設の設置や地域コミュニティ、

点
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・周辺地域の防災、環境及び

地域価値向上に配慮した取

組

・雇用創出及び税収増につい

て

・に関する取組方針

について

周辺の事業者との連携した事業、イベントの実施

など地域の活性化を考慮した取組みについて考え

られているか。

◆地元企業の活用、雇用創出及び税収増の見込みに

ついて想定されているか。

◆ゼロカーボンに向けた取組をはじめとした

に関する取組方針について考えられているか。

誘致する事業者に対してもに関する取組

みを提示する方針を持っているか。

⑨取組姿勢 ◆プレゼンテーションのわかりやすさ、事業の具現

化と市の発展に対する熱意を感じるか。

点

※評価の結果、合計得点が同点となった場合は、評価項目の「②事業計画について」と「⑦

地権者意向を実現するための取り組みについて」の合計得点が高いものを上位とする。

失格事項

次のいずれかに該当する場合は、失格とします。

ア 期間内に提案書を提出できない場合

イ 故意に虚偽の記載をした場合

ウ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合

エ 著しく信義に反する行為があった場合
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参 考

○相模原市総合計画

市ホームページトップページのページ番号検索で「1015646」と検索

○都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

市ホームページトップページのページ番号検索で「1004646」と検索

○都市計画マスタープラン

市ホームページトップページのページ番号検索で「1004702」と検索

○令和年度 戦略会議

麻溝台・新磯野地区整備推進事業の継続及び同事業における都市計画等の見直し

※土地利用方針案及び土地利用方針図案について

【令和年月日開催分】の資料等の「別紙」

市ホームページトップページのページ番号検索で「1020449」と検索

○令和年度 戦略会議

麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業の事業継続について

※第一整備地区の地中障害物等調査の結果について

【令和年月日開催分】の資料等の「別紙」

市ホームページトップページのページ番号検索で「1020449」と検索

○後続地区の概要及びまちづくり研究会について

市ホームページトップページのページ番号検索で「1017752」と検索

○麻溝台・新磯野地区整備推進事業の後続地区の事業化に向けたサウンディング型市場調査の実

施について

市ホームページトップページのページ番号検索で「1027637」と検索

○過去に行った地中障害物調査結果については、麻溝台・新磯野地区整備事務所へお問い合わせ

ください。



16

【様式】

令和 年 月 日

麻溝台・新磯野南部地区まちづくり研究会

会長 安藤 保生 様

所在地

団体名法人名

担当者名

電話番号

-

質問書

麻溝台・新磯野南部地区事業検討パートナー候補者募集に関して、次のことについて

質問します。

記







※質疑事項は、できるだけ簡潔にまとめてください。

※項目が不足した場合は、適宜用紙を添付してください。

※質問に対する回答は、相模原市ホームページで公表しますので、内容に企業名等が特定又は

推測できる表記をしないようにしてください。
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【様式】

令和 年 月 日

麻溝台・新磯野南部地区まちづくり研究会

会長 安藤 保生 様

所在地

団体名法人名

代表者名

参加申込書

麻溝台・新磯野南部地区事業検討パートナー候補者募集に係る事業提案を行いたいの

で、次のとおり申し込みます。

団体名法人名

構成企業名

単独での申込みの場合は

記載不要です。

代表者名

所在地 〒

担

当

者

氏名

所属

電話番号

メールアドレス
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【様式】

令和 年 月 日

麻溝台・新磯野南部地区まちづくり研究会

会長 安藤 保生 様

所在地

団体名法人名

代表者名

申出書

麻溝台・新磯野南部地区事業検討パートナー候補者募集において、募集要項に基づき、南部地

区の一部の区域で別紙の事業区域における土地区画整理事業の業務代行を希望するため申出書を

提出します。

なお、他の申出者の申出内容の情報提供を求めると共に、本申出内容を他の申出者に情報共有

することを承諾します。

団体名法人名

構成企業名

単独での申込みの場合

は記載不要です。

代表者名

所在地 〒

担

当

者

氏名

所属

電話番号

メールアドレス

※別紙任意様式には、事業区域を図示してください。
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【様式】

令和 年 月 日

麻溝台・新磯野南部地区まちづくり研究会

会長 安藤 保生 様

所在地

団体名法人名

代表者名

事業提案書提出届

麻溝台・新磯野南部地区事業検討パートナー候補者募集において、募集要項に基づき、事

業提案書を提出します。

団体名法人名

構成企業名

単独での申込みの場合

は記載不要です。

代表者名

所在地 〒

担

当

者

氏名

所属

電話番号

メールアドレス
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【様式】

団体名法人名

代表者名

資金計画書

収入

区 分 金額千円 摘 要

保留地処分金

公共施設管理者負担金

補助金

計

支出

区 分 金額千円 摘 要

調査設計費

工事費

概算内訳道路築造費

上下水道費

地中障害物関連経費

補償費

事務費

計

※他に必要な項目がある場合は追加してください。


